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建設工事において、現場の状況が当初想定したものと異なることはよくある。工期変更などの契約変更による

増加費用に関して、各発注者はガイドライン等を整えつつあるが、紛争に至ることがある。そこで、鉄筋コン

クリート橋脚の補強工事の出水期による一時中止に伴う増加費用を算定するケーススタディーを行った。契約

変更ガイドラインは更に細かい規定を設ける必要があると思われる。 

 

1．背景 

工期変更や設計変更に係わる増加費用の問題に関

して、契約のマネジメントは利害に影響を及ぼすた

め、受発注者双方にとって大きな関心事である。受

注者にとっては、設計変更によって契約金額を増額

できるかどうかが、発注者にとっては、予算内かつ

工期内に工事を完了できるかどうかが大きなテーマ

である。各発注者はガイドライン等を整えつつある

が、この問題による紛争は増える一方である。 

 

2．研究目的と方法 

 本研究では争点である増加費用に焦点を当てて、

受発注者が納得し、より良い公共工事を実現するた

めの契約制度について考察することを目的とした。

研究方法として、現状のガイドライン等を用いて現

実に問題となっている建設工事の増加費用を算定す

るケーススタディーを行った。 

 

3．算定の対象とする工事 

 平成 25年 11月からＳ県Ｎ市で株式会社Ｇにより

行われている橋の耐震補強工事がある。 

  

図 1 橋脚ＲＣ巻き立て補強図 

3.1 工事の契約変更内容 

 工事の契約変更内容として、出水期が原因で本工事

施行期間中 4ヶ月の一時中止と、その 4ヶ月の中止期

間に対して延長期間が 2.5ヶ月しかないため 1.5ヶ月

の短縮工事となっている。 

 

図 2 当初契約工期と変更契約工期 

 

3.2 増加費用の算定方法 

 公共工事標準請負契約約款によると「第 20条 3項

発注者は、規定により工事の施工を一時中止させた場

合において、必要があると認められるときは工期若し

くは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に

備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具

等を保持するための費用その他の工事の施工の一時

中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い」とある。また、国土交通省の工事請負契約におけ

る設計変更ガイドライン１）によると「増加費用の算

定は必要とされた工事現場の維持費用の明細書に基

づき、受発注者協議にて行う。」とあり、これらをも

とに算定する。 

 

施工計画書作成期間 準備工期間 後片付け期間

H.25 11/1 H.27 3/17

施工計画書作成期間 準備工期間 中止期間 後片付け期間
H.25 11/1

４か月 2.5か月

H.26 6/1                        H.26 9/30                 H.27 5/31

４か月

当初契約工期

変更契約工期

本工事施行期間

本工事施行期間

1.5か月短縮



3.3 増加費用の算定 

 
図 3 工期区間別増加費用 

 

一時中止期間に係る増加費用を、費用Ａ1（現場を

そのまま維持しておく場合）、費用Ａ2（現場を一時

撤去する場合）とし、工期の短縮に係る増加費用を、

費用Ｂとして算定し、費用Ａ1、Ａ2の金額の少ない

方と費用Ｂを合計し全体の増加費用とする。なお、

一時中止期間中の作業員は別の現場へ回ったと考え、

ここでの人件費はかからないとし、建設機械も別の

現場で使用できる考え、機械のレンタル料も考えな

いとする。 

表 1 費用Ａ1 （現場を維持した場合） 

 

 

表 2 費用Ａ2 （現場を一時撤去した場合） 

 

4．考察 

一時中止期間の増加費用は現場を一時撤去する、費

用Ａ2の約 5,300,000円となった。工期の短縮に係る

費用Ｂの算定として、短縮期間における材料費、機械

損料は当初の契約通りの金額であり、増加するのは人

件費のみとなる。人件費は約 9.5ヶ月の仕事を 8ヶ月

で仕上げなければならないため、約 1.2倍の仕事量が

必要となる。そのため、8か月間毎日 1.5時間の残業

が必要となる。国土交通省の公共工事設計労務単価２）

によると、所定労働時間の 8時間に加え、1.5時間の

時間外労働を行う場合の労務費の計算式として、「労

務費（総額）＝単価+単価×割増対象賃金×1/8×1.25

×2時間」という式がある。通常通りの作業員一人当

たり、所定労働時間の一日 8時間、9.5ヶ月働いた場

合、3,971,000円となる。8ヶ月、毎日 1.5時間残業

した場合、4,009,404円となり、一人当たり約４0,000

円の差となる。25人の作業員を雇う場合、増加費用

Ｂは 975,000円となる。これらを合計した結果、全て

の増加費用は約 6,300,000円となった。 

実際に増加費用を算定し、ガイドライン１）等は、「受

発注者協議によって決定する」という言葉が多く、請

求できる範囲が曖昧であることが分かった。その曖昧

さが原因で紛争に発展するのではないかと考える。 

 

5．結論 

契約変更ガイドラインを用いて、増加費用を算定す

るケーススタディーを行った結果、以下の結論を得た。 

（1）一時中止に係る費用を、現場を維持する場合と、

現場を一時撤去する場合の金額の少ない方と、工期の

短縮に係る費用を合計した結果、すべての増加費用は

約 630万円となった。 

（2）各発注者の契約変更ガイドラインにおいて、「受

発注者協議」という言葉で片付けるのではなく、どこ

までは請求できるというような更に細かい規定を設

け明確にする必要があると思われる。 
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